
2023年7月1日　 現在

壬生町　新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援策のご案内【事業者向け】

保
証

セーフティネット保証
 【4号】 100%保証（前年比 20%～売上減）

 【5号】   80%保証（前年比 5%～売上減）

町内金融機関または、
壬生町産業生活部商工観光課
℡　0282-81-1845

無担保融資
（新型コロナウイルス感染症特別貸付）

 コロナの影響で前年比5%以上の売上減少

 限度額：中小6億円、個人事業8,000万円

マル経融資の金利引下げ
 前年比5%以上の売上減少で、

 融資限度額：別枠1,000万円

 当初3年間、金利を0.9%引き下げ

マル経融資の利子補給
 令和５年４月以降に実行された融資を対象とする

 補給額：交付対象利子の1/2

 期間：３年間

壬生町商工会
℡　0282-82-0475

◎新型コロナウイルス感染症が疑われる時

24時間対応　0570-550-096
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 子どもがいる従業員のため
 に

 従業員に出向してもらう
・

出向者を受け入れる

相談窓口 新型コロナ総合相談コールセンター

事
業
所
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り

資金繰りのため、融資
を受けたい

 雇用調整を目的とする出向に要する経費の一部

 を出向元・先の双方の事業主に対して助成

 ①出向運営経費　助成率

　中小企業　　4/5（9/10）

　中小企業以外　　2/3（3/4）

　上限額：日額12,000円（出向元・先の計）

  ※（）内の助成率は解雇等を行っていない場合

 ②出向初期経費

　1人あたり各10万円を助成

 （加算要件を満たす企業：1人あたり各5万円加算）

　栃木労働局　雇用環境・均等室
  ℡ 028-633-2795

助
成

　両立支援等助成金
（育児休業等支援コース）

助
成

　産業雇用安定助成金

 臨時休業になった学校に通う子供を持つ労働者に

 対し特別有給休暇を取得させた事業主へ助成

 1人あたり10万円を助成

 1事業主につき10人まで（上限100万円）

※支援内容につきましては、変更になっている場合もございますのでご確認をお願いします。
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壬生町商工会
℡　0282-82-0475
または、
日本政策金融公庫宇都宮支店へ
℡　028-634-7141

　ハローワーク栃木
　℡ 0282-22-4135
（平日8：30～17：15）

重要なお知らせ

その他、経済対策等でご不明な点はお問い合わせください。壬生町商工観光課 TEL 0282-81-1845


